
令和７年１１月１３日 

保健福祉局障害者支援課 

 

指定管理者候補の選定結果について 

 

下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定につい

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

令和７年１２月議会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

 

 

１ 指定概要 

（１）施設概要 

    名 称：北九州市立小倉南障害者地域活動センター 

    所在地：北九州市小倉南区横代北町四丁目１２番１号 

   施設内容： 

①施設概要 

      敷地面積：約６，０２６㎡ 

      構  造：鉄筋コンクリート造２階建 

      規  模：延床面積約３，２３９㎡ 

     ②事業内容 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以

下「障害者総合支援法」）に基づく生活介護事業 

・障害者総合支援法に基づく短期入所事業 

・障害者総合支援法に基づく施設入所支援事業 

・障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型事業 等 

 

（２）指定期間 

    令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

（３）指定管理者候補の概要 

    名 称：社会福祉法人北九州あゆみの会 

    所在地：北九州市戸畑区汐井町１番６号 

    主な業務内容：①第１種社会福祉事業（障害者支援施設の経営ほか） 

②第２種社会福祉事業（障害福祉サービス事業ほか） 

③その他市受託事業 

（北九州市肢体不自由児（者）ペアレントスクールほか） 

 

 

２ 指定の経緯 

令和７年 ６月１６日 指定管理者検討会の開催（条件付き公募方式採用の妥

当性検証） 



 

令和７年 ７月 １日 募集開始 

令和７年 ９月 １日 申請締め切り 

令和７年１０月 ９日 指定管理者検討会の開催（提案書等審査） 

令和７年１０月    指定管理者候補を決定 

 

 

３ 選定方法 

指定管理者の選定に当たっては、学識経験者や専門家等による指定管理者検討

会を開催し、条件付き公募方式採用の妥当性及び申請者から提案された事業計画

書等について検討を行いました。市は、検討会の検討結果を参考に条件付き公募

方式の採用を妥当と判断し、指定管理者候補を決定しました。 

 

 

４ 検討会構成員 

・［業務に精通する者］伊野 和子（北九州市自閉症協会事務局長） 

・［学識経験者］門田 光司（久留米大学大学院客員教授） 

・［学識経験者］髙橋 秀直（北九州市立大学大学院マネジメント研究科准教授） 

・［財務・経営に知見を有する者］田村 奈々子（田村奈々子税理士事務所所長） 

・［業務に精通する者］森 聖子（北九州市身体障害者福祉協会常務理事） 

※ 五十音順 敬称略 

 

 

５ 条件付き公募方式採用について 

（１）条件付き公募とする理由 

管理運営を任せる事業者が特定される施設であるかという視点（①利用者との

継続的な信頼関係が「とくに」必要である施設かどうか、②人材について、高度な

専門性が「とくに」必要である施設かどうか、③人材の育成に長期間「とくに」必

要である施設かどうか）で検討した結果、小倉南障害者地域活動センターの指定

管理者の選定に条件付き公募方式を導入することとしました。 

   別紙１「条件付き公募とする理由」のとおり 

 

（２）条件付き公募方式採用の妥当性検証 

 
構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

妥当性 有 有 有 有 有 

 

（３）検討会における主な意見 

・ 入所施設であり、高度な専門性を持つ人材が必要であり、人材育成には長い

期間が必要となる。利用者から見て、事業者が変わり、支援者が全員変わる

ことは不安につながり、生活が不安定となることから妥当性ありと判断する。 

・ 入所施設であり、利用者や保護者との信頼関係やコミュニケーション、ケア



 

方法が長年築かれており、専門的な支援が行われているため、妥当性ありと

判断する。 

・ 入所施設で利用者との信頼関係が必要であり、事業者が変わると利用者の不

安感や負担感が増すことから、なるべく継続することが望ましいため、妥当

性ありとして問題ない。 

 

 

６ 審査基準 

選定基準（＝審査項目）及びポイント 

１ 指定管理者としての適性 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針 

  ① 応募団体が、市の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や性格等
を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針
を持っているか。 

 （２）安定的な人的基盤や財政基盤 

  ① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有し

ており、又は確保できる見込みがあるか。 

 （３）実績や経験など 

  ① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。 

  ② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有し
ており、熱意や意欲を持っているか。 

  ③ 複数の団体が共同して一つの応募団体となっている場合、それぞれの責任分担等が明確にな
っているか。 

２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

  （１）施設の設置目的の達成に向けた取組み 

   ① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、
施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。 

   ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施
可能な提案があるか。 

   ③ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。 

   ④ 利用者の障害特性等に応じた適正なサービス提供計画（個人計画）の作成等についての提

案があるか。 

  ・発達向上  ・社会性の向上  ・身体機能の維持、向上  ・自立支援 など 

   ⑤ 利用者の家族支援（障害者を介護する保護者等）についての基本的な考え方や具体的な取

り組み等の提案があるか。 

  （２）利用者の満足度 

   ① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。 

   ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。 

   ③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

   ④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

   ⑤ 利用者のニーズ等に沿った取り組み（社会参加や生きがいづくりなど）が考えられてい

るか。 



 

   ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

※ 就労移行支援・就労継続支援のサービスを提供する施設は、利用者の一般就労、工賃

（賃金）の向上のための具体的な取り組みが考えられているか。 

 【効率性】 

  （３）指定管理料及び収入 

   ① 指定管理業務に係る費用（指定管理料）が最小限に抑えられているか。 

   ② 収入が最大限確保される提案であるか。 

   ③ 完全利用料金制の場合、市に対して収益の一部を納付する提案があるか。 

  （４）収支計画の妥当性及び実現可能性 

   ① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。 

   ② 経費の配分は適切であるか。 

   ③ 積算根拠は明確であるか。 

   ④ 再委託が適切な水準で行われているか。 

 【適正性】 

  （５）管理運営体制など 

   ① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

   ② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

   ③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。 

   ④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

   ⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

  （６）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

   ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

   ② 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策が十分に考え

られているか。 

   ③ 利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されているか。 

   ④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。 

   ⑤ 衛生管理及び感染症防止への対応策が十分に考えられているか。 

   ⑥ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。 

  （７）社会貢献・地域貢献 

   ① 高齢者や障害者等の雇用促進が考えられているか。 

   ② 労働環境の向上への取り組みが考えられているか。 

   ③ ＳＤＧｓの達成や環境への配慮に関する取り組みが考えられているか。 

   ④ 地域活動や地域交流などの取り組みが考えられているか。 

   ⑤ 地域団体や市内事業者などと連携した取り組みが考えられているか。 

   ⑥ 市民の雇用拡大に資する配慮が考えられているか。 

 

 

７ 審査結果 

（１）適 否 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 

構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 



 

社会福祉 

法人 

 

北九州 

あゆみの会 

１ 指定管理者としての適性 

 

(1) 施設の管理運営（指定管理業務）に対する

理念、基本方針 

適 適 適 適 適 (2) 安定的な人的基盤や財政基盤 

(3) 実績や経験など 

２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

  (1) 施設の設置目的の達成に向けた取組み 
適 適 適 適 適 

 
 (2) 利用者の満足度 

【効率性】 

  (3) 指定管理料及び収入 
適 適 適 適 適 

 
 (4) 収支計画の妥当性及び実現可能性 

【適正性】 

  (5) 管理運営体制など 

適 適 適 適 適   (6) 平等利用、安全対策、危機管理体制など 

  (7) 社会貢献・地域貢献 

 

（２）検討会における主な意見 

【指定管理者としての適性】 

・ 社会福祉法人として長年の運営実績があり、理念や施設の設置目的も申し分

ない。 

・ 長年の実績と経験、経緯があるとともに、利用者満足度もそれぞれ高い。 

 

【管理運営計画の適確性】 

・ 有資格者の人数配分をデータで示し、専門性向上に向けた取り組みも十分行

われている。 

・ 特に、地域の自治連合会に加盟しながら一緒に取り組まれている点は、とて

も素晴らしい。 

・ 運営体制も考えられており、利用者の安全面への考慮もされている。 

 

 

８ 選定結果 

市は、検討会の検討結果を参考に、社会福祉法人北九州あゆみの会を指定管理者

候補に選定しました。 

（１）選定された団体の主な提案内容 

 

別紙「提案概要」のとおり 

 

（２）市における主な選定理由 

・ 長年にわたり、法人立の障害者・障害児施設の運営を行っており、障害福祉

に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。小倉南障害者地域活動

センターについても、平成１４年度の開設当初から円滑に管理運営を行って



 

きた実績がある。 

・ 平成１８年度からは、指定管理者として施設の管理運営を行っている。施設

の設置目的等について十分に理解しており、施設の管理運営に関して強い意

欲が感じられる。 

・ 法人全体で、豊富な知識や経験を持つ職員を多く有しており、「働きがい」の

ある人事評価制度を導入するなど、職員の処遇改善に取り組むとともに、各

種の研修制度による職員の資質向上に努めている。 

・ 十分な基本財産を有しており、財政基盤安定のために事業の効率化を推し進

めている。 

・ 見守り介護ロボットの導入やデジリハ促進などＩＣＴ技術を積極的に導入

し、利用者の安全強化や職員の負担軽減に取り組んでいる。 

・ 市民センター祭りや校区の防災活動への参加協力など、長年にわたる地域交

流を続けるなど、積極的に地域貢献に取り組んでいる。 

・ 利用者ニーズに基づく個別支援計画の策定、社会参加の推進、苦情対応、情

報提供など、現状と課題を踏まえた提案がなされている。 

 

 

９ 提案額 

０千円（令和８年度～令和１２年度の各年度） 

  



 

別紙１ 

 

条件付き公募とする理由 

 

本施設は、入所機能を有する施設であり、利用者は生活の場として、２４時間、運営

団体と接する状況であるため、他の施設と比べ利用者と職員は密接な関係であり、「利

用者との継続的な信頼関係がとくに必要と認められる施設」といえる。 

また、重たい障害のある人が多く利用している施設でもあるため、支援を多く必要

とし、高度な専門性・経験が必要な施設であり、「人材について、高度な専門性がとく

に必要な施設」、「人材の育成に長時間とくに必要な施設」ともいえる。 

 さらに、現法人は、長年にわたり法人設立の障害者施設等の運営を行っており、障

害福祉に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。小倉南障害者地域活動セ

ンターについても、平成１４年度の設立当時より管理運営を行っており、信頼と実績

を積み重ねている。 

なお、毎年度の指定管理者事業評価においても適正な管理運営がなされていると判

断されており、地域との交流も継続的に取り組み、ボランティアの育成や積極的な職

場実習の受入れなど、将来の福祉人材の育成にも貢献を果たしているといえる。 

 

ついては、本施設の公募方法は、「条件付き公募」方式の採用が適していると考える

もの。 


